
(ａ) (ｂ) (ａ) (ｂ)

(注)１．持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の
場合はその会社)の代表者が所長に届け出ること。

２．点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ 　 印を記入すること。
３．自社の点検表にて点検したものは、その点検表を貼付する(転記の必要はなし)。
４．機械名①から⑥まではＡ、Ｂ欄を、⑦はＣ欄を、⑧から 　 まではＤ、Ｅ、Ｆ、
Ｇ欄を、 　 から 　 まではＢ欄を、 　 はＢ、Ｄ、Ｅ欄を使用して点検すること。

５．点検結果の(ａ)は、機械所有会社の確認欄とし、(ｂ)は持込会社又は機械使用会社
の確認欄とする。元請が確認するときは、(ｂ)の欄を利用すること。
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①クレーン

②移動式クレーン

③デリック

④エレベーター

⑤建設用リフト

⑥高所作業車

⑦ゴンドラ

⑧ブル・ドーザー

⑨モーター・グレーダー

⑩トラクターショベル

⑪ずり積機

⑫スクレーパー

⑬スクレープ・ドーザー

⑭パワー・ショベル

⑮ドラグ・ショベル

　（油圧ショベル）

⑯ドラグライン

⑰クラムシェル

⑱バケット掘削機

⑲トレンチャー

⑳コンクリート圧砕機

　くい打機

　くい抜機

　アース・ドリル

　リバース・サーキュレー

　ション・ドリル

　せん孔機

　アース・オーガー

　ペーパー・ドレーン・マシン

　地下連続壁施工機械

　ローラー

　クローラドリル

　ドリルジャンボ

　ロードヘッダー

　アスファルトフィニッシャー

　スタビライザ

　ロードプレーナ

　ロードカッター

　コンクリート吹付機

　ボーリングマシーン

　重ダンプトラック

　ダンプトラック

　ドラックミキサー

　散水車

　不整地運搬車

　コンクリートポンプ車

　その他

機　　械　　名


